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DPCにおける高額薬斉Jの取 り扱いについて            (2)新 規に保険収載される高額薬剤

11.経翻                                              
① 対象薬剤

標4L的 な使用 |

彦薫Ⅵ域繁糧塁彙

おける薬剤費 側 する医薬品も含υ 鍼 込み額が、使用しない

(1)DPCに おける薬剤の評 fllll

)平均+lSDを 超えたもの。

O DPCに おいて薬剤は診断群分類に基づく包括点数の中で                     
② 保険収1支 時の対応

0但 し、HⅣ 治療薬、山L友病等に対するlL液凝固因子製剤 i言

平価される。       当然 剤を使用した患者については、薬剤を含むすべての診療報酬について出来高

病とする場合の包括点数で十分な評価を得ることが困難と|こ

ついては｀他疾患を主            ■
=と

する。

22年改定において出来高で算定するよう見直された。  
ハう課題を路まえ、平成

③ 診療報酬改定口1

0 この検討過程で、抗がん剤等他の高額薬剤についても適1                         
のような等

の対応

|え 方にもとづき、以下の 3つのパターンで評価される。

ない等の指摘があり、平成 22年度の DPC ttrllli分科会に露

な包括評1‖ となつてい

の在 り方について検討することとされた (平成 21イ111月 Fい
て｀高額薬剤の評rlll1              0  原則とし

27日 総会 )。                   究りIでの検

て診断群分類にもとづく包括評価とする。この場合、診断群分類研

討を経て、次のような対応を行 う。

(2)新規に保険1又載された高額薬剤の取扱い イ)新たな

口)既存の

診断群分類を設定して包括評価 【パターン I】

○  新規に保険収載された一定の高額薬剤を使月1す る患者に  ́                             
診断群分類の中で包括評価 【パターンΠ】

直Ы こ棚 鰤 aませず は 前 鋤 n、 その後

"療
酬

て は DP“これ て

として DPCによる包括評価に移行することとされ (平成

報酬改定において、原則            ○  イ■し、改

19年 6月 22H基本小               まで出来高1定

時点で十分なデータが集積されない場合には、引き続き次期改定

委)、 以lllT、 このような運用により対応 している。

算定とする。レくターンⅢ】

3.論点と対応の考え方 (案 )

○  一方、このような新規収載時に出来高とされた高額薬剤が改定時に包括評価へ移
行する際の実際の取扱いについて、「 分に評価されていないのではないか、との指
摘とともに現状の精査と対応染の検討が求められた (12成 22年 4月 21日 総会)。

(1)高額薬剤全般の取扱い (平成 21年 12月 24「l DPC評価分科会)

① 分科会の議論において指摘された主な論点

○ 抗がん剤には多数の種類があり、注射薬、経口薬の違いもあることから、取扱2.高額薬剤評価の現

いについては現場の使用実態も踏まえた慎重な検討が必要。

○ 抗がん剤以外にも生物製剤等の高額な薬剤があることから、DPCにおける高額(1)HⅣ治療薬及び血L友病等に対する血L液凝固因子製剤

薬剤の取扱いに関する整11が 必要。
O 診断群分類点数表により包括点数が設定されている場合でも、以 下の薬剤につい            O DPCに おいては、従来から抗がん剤等の高額薬剤の取扱いについて、診断群分

類の精緻化等で対応しているが、その考え方が整理されていない。ては包括範lJllか ら除外し、出来高で算定する。 (平成22年改定からの対応)

② 今後の対応 (案 )① HIV感染症の患者に使用する抗ウィルス薬に係る費用

② 血友病等の忠者に使用する血L液凝lLLllAl子 製剤に係る費用

現場における様々な使用実態や課題を整理しつつ、これまでの「 r価分科会及び基

本問題小委の方針通り、今後、現場のヒアリングも含めた検・・lを継続する。
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(2)出来高算定とされていた高額薬剤の取扱い

① 平成 22年 4月 21日 中医協総会において指摘された論点

新規保険収載時に高額薬剤 (出来高算定)と された薬剤について、診療報酬改定時
の取扱いが議論され、新規の包括評価 (パターン 1)、 既存の包括評価 (パ ターンロ)、

出来高評価 (パ ターンllI)を どのような考え方で振り分けているのか、その考え方も

含め精査するべき、との指摘があつた。

特に該当する薬剤の中に、現在の診断群分類にもとづく評価では薬剤費が十分反映

されていないのではないか、という意見もあり、これらについて再度確認すると共に、

早急な対応が求められた。

【参考】lZ成 22年度改定における対応 (剤形別に整理)

保険収載時に高額薬剤の取扱に該当した薬剤 …23薬剤

O 診断群分類にもとづく包括評価

ハ)新たな診断群分類を設定して包括評価 iパ ターン I】 … 16薬剤
二)既存の診断1洋 分類の中で包括評fllli lパ ターンⅡ】 ・̈ 3薬剤

○  十分なデータが得られず、り|き 続き出来高算定 【パターンⅢ】…・4薬剤

対応 (案 )

平成 22年度診療報酬改定において対応 した上記 23薬剤について再度、精査を

行い、その結果に基づき、次国 DPC評価分科会において必要な対応を検 ri・lす る。

DPCに おける高額な薬剤等への対応について

平成 19年 6月 22日

(1)DPCに おいては、制度の対象医療機関における医療提供の実態調査
の結果に基づいて包括評価を行つている。そのため、調査実施後に新た
に医薬品又は医療機器が保険導入された場合においては、再度調査及び
評価を実施するまでの間、DPCにおける包括範囲点数には反映されて
いない。

(2)これまで、医薬品及び医療機器については年度の途中においても保険
導入が行われてきており、DPCの対象医療機関においても必要に応じ
てこれらの保険導入に適切に対応できるようにする必要がある:

(3)中医協の平成 18年度診療報酬改定の議論においては、調査終了以降
に新規に薬価収載等された高額な薬剤等を使用する患者について、包括
評価の対象とせず出来高算定とすることについて合意が得られている。

1

平成 18年 2月 15日  中央社会保険医療協議会了承
〇 以下の患者については、DPCに よる包括評価の対象とせザ∵出来高護碇2

する。
・ 平成 17年度「7月 から10月 までの退院患者に係る調査」終了以降に、

新規に薬価収載等された高額な薬剤等を使用する患者

(4)改定後 1年を経過し、その間に新規の医薬品、医療機器も多数収載さ
れたことから、新規に保険収載された医薬品、医療機器について、その
使用データを分析し、以下のように対応してはどうか。

2.対応ルー

(1)平成 17年 11月 以降に保険導入又は効能追加の承認がなされた医薬
品、医療機器のうち、以下の要件に該当するものを使用した患者は包括
評価の対象外とし、出来高算定とする。

○ 当該医薬品等を使用 した場合における包括範囲内の薬剤費が当該医薬
品等を使用しない場合ρ算定額と比較して以下の基準を超えていること。

‐1=
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① 既に平成 18年度に使用実績のある医薬品等については、DPC本体
調査より得られたデータを用いて、当該医薬品等を使用した症例の薬
剤費が、使用していない症例の薬剤費の平均+lSD

② 平成 18年度に使用実績のない医薬品等については、当該医薬品等の
標準的な使用における薬剤費 (併用する医薬品も含む)の見込み額が、
使用していない症例の薬剤費の平均+lSD

(2)出 来高算定とする医薬品等については、次期診療報酬改定において使
用実績等を踏まえ検討し、原則として包括評価にすることとする。

(3)今後、新規に保険収載される医薬品等で上記の要件に該当するものに
ついては、保険収載の決定と同時に包括評価の対象外とするかどうかを
決定すること。

(以下省略)

②



診 調 組 D-4
22 04 22

DPC準備病院の募集について

61::‐程曇橿[兌紀奪樫後ゞ理果畠亀示峯彗:程蒐Fモ馨曇:λ「
D I Ci対 象病院人の参加は、診療報酬改定時とすること午されたとこ

ろである (※ )。  .

菫[撃:こ [:甚395基咆駕護λ曇菫liぢ準昼[層?奮[留T[F
平成 22年度以降の募集は、以下のとおりとする。

①平成 22年度

②平成 23年度

③平成24年度

: 平成 24年度診療報酬改定においてDPCに

参加する病院のための準備病院の募集を行う:

: 募集は行わない。

: 平成26年度診療報酬改定においてDPCに
参加する病院あための準備病院の募集を行う。

(※) 平成21年度準備病院 (平成21年度以前からの準備病院を

含む)にらぃては、経過措置として、平成23年度にDPC対

象病院となることができる。

但し、平成 23年度以降は診療報酬改定時でなければ、これ

らの病院についてもDPC対象病院になることはできない。

DPC準備病院募集スケジユール
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平成22年度におけるoPCに関する

調査 (案)について

平成22年度については、以下の内容等を踏まえた甲査を実施する。

(1)診断群分類の妥当性の検証及び診療内容の変化等、DPC導入の影

(2言 3晋堰璃色λ縫ち方や調整係数の新たな機能峯価係数等への置換え

を検討すること       |          !

ぁり,b言蓄聞琶五覆象|き 簡誇菅雪勢亀譜堰:2点百言査亀お阜二丁λ醤

的向上を図る。

ア 具体的な調査内容等

①
li:[‡:ζ27]撃 4ぉ客象言嵩曽壇調衰ふょ轟慧尊勝£曇[臭

施する。

②
][][11:構』][ili豪摯ξぇ看虜彗TT童媚ソ近

下していな

③
魏 パ:ζピIl亀′層朝型?電:毎壼鷺1込冬誓璽総根1
に関する調査を実施する。

④調
肇墨驚a鷺事晃壕風籠纂輻 洒覧ЪT警諮姜するための

特別調査を実施するb

⑤D::25慢冤蟄 厨ざ為竃炉1っぃて、医療従事煮や患者など
の総合的な視点からの評価分析を行うために必要な調査を実施する。

イ 調査対象の医療機関

DIC対象病院及びDPC準備病院 (平成22年度に募集する病院を

含む)を調査対象とする。

当調査へ参加することができる病院 (DPC準備病院)の基準

① 急性期入院医療を提供する病院として、一般病棟入院基本料、特

定機能病院入院基本料 (一般病棟に限る)又は専門病院入院基本料

について、フ対 1又は10対 1入院基本料に係る届出を行つているこ

と。

※10対 1以上の基準を満たしていない病院は、当該基準を満たす

べく計画を策定していること。

② 診療録管理体制加算に係る届出を行うていること、又はそれと同

等の診療録管理体制を有しており、当該基準を満たすべく計画を策

定していること:

③
生言喬薯ふ菫花甲暑峠晋了3轟天5諺鼻皐儒層薫:罰ξ贅轟島獣曇
を含む)」 に適切に参加できること。

④  「適切なコーデイングに関する委員会」を設置し、年2回 以上、

当該委員会を開催すること。




